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日本年金機構の平成２２事業年度の業務実績に関する評価の基準（案） 

 

                         平成２３年 月  日 

 厚生労働 省年金局  

 

 

 日本年金機構法（平成１９年法律第１０９号）第３６条第１項の規定により、厚生

労働大臣が日本年金機構（以下「機構」という。）の平成２２事業年度に係る業務の

実績について評価を実施するに当たっては、本基準に基づき行うものとする。 

 

１．評価の概要 

厚生労働大臣は、以降の機構の業務運営の改善に資するため、機構の平成２２事

業年度における業務運営に関する計画（以下「平成２２年度計画」という。）の実

施状況を調査・分析し、平成２２事業年度に係る業務の実績の全体について総合的

な評価を行うものとする。 

 

２．平成２２事業年度に係る業務の実績に関する評価 

平成２２年度計画に掲げた項目ごとに行う個別的な評価と業務実績全体の状況

について行う総合的な評価の２つを併せて行うものとする。 

 

（１）個別的な評価 

個別的な評価は、平成２２年度計画の個別項目ごとの進捗状況について測定す

るものとする。 

 

① 個別的な評価は、平成２２年度計画の個別項目ごとに以下の視点から行う

ものとする。 

 

Ⅰ．年金記録問題への対応に関する事項 

年金記録問題の解決に向けた取組を計画的に進めているか。 

（１）ねんきん特別便、ねんきん定期便の処理について、重点的に体制を

整備して取り組んだか。 

（２）紙台帳とコンピュータ記録の突合せについて、重点的に体制を整備

して取り組んだか。 

（３）再裁定の迅速化に向け、重点的に体制を整備して取り組んだか。 

（４）その他年金記録問題の解決に向けて必要な取組を計画的に進めたか。 

 

第９回社会保障審議会日本年金機構評価部会 
平 成 ２ ３ 年 ４ 月 １ ４ 日  

資料１－２ 

 



2 

 

Ⅱ．提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

１．適用事務に関する事項 

（１）国民年金の適用の促進住民基本台帳ネットワークシステムにより把握 

した２０歳到達者等に対する届出勧奨、転職者等の被保険者種別変更の 

届出勧奨等適用促進に向けた対策を着実に推進したか。 

（２）厚生年金保険・健康保険・船員保険の適用の促進 

 厚生年金保険等の適用を促進するため、未適用事業所の適用の促進、

事業主からの適正な届出の促進、厚生年金特例法に従った対応を行った

か。また、平成２２年度行動計画を策定し、取組の効果的・効率的な推

進に努めたか。 

【数値目標】 

・重点的加入指導など各種取組：中期計画期間中のできるだけ早い時期

に平成１８年度の実績を回復することを念頭に、適切に設定した目標

（行動計画に記載） 

 

２．保険料等収納事務に関する事項 

（１）国民年金の納付率の向上 

 国民年金の納付率向上に向けて、未納者属性に応じた収納対策の推進、

市場化テスト受託事業者との連携、強制徴収の適正な実施等に取り組ん

だか。また、平成２２年度行動計画を策定し、取組を効果的・効率的に

推進したか。 

【数値目標】行動計画に記載した以下の目標 

 ア 平成２０年度の最終納付率：平成２０年度の現年度納付率から４

～５ポイント程度の伸び幅を確保 

 イ 平成２２年度末における平成２１年度分保険料の納付率：平成２

１年度末から２～３ポイント程度の伸び幅を確保 

 ウ 平成２２年度の現年度納付率：前年度と同程度の水準を確保 

 エ 口座振替実施率：前年度と同等以上の水準を確保 

 オ コンビニエンスストア、インターネットバンキング及びクレジッ

トカードによる納付件数の合計数：前年度と同等以上の水準を確保 

（２）厚生年金保険・健康保険・船員保険等の徴収対策の推進 

 厚生年金保険等の収納確保に向けて、口座振替の推進、滞納事業所に

対する納付指導や滞納処分の実施に取り組んだか。また、平成２２年度

行動計画を策定し、取組を効果的・効率的に推進したか。 

【数値目標】 

・口座振替実施率：前年度と同等以上の水準を確保（行動計画に記載） 
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３．給付事務に関する事項 

 サービススタンダードの達成状況の改善のための対策を徹底する等年

金給付の迅速な決定に向けた取組や年金給付の支給の誤りを防止するた

めの措置、年金受給にできる限り結び付けていくための取組等を行った

か。 

【数値目標】 

・毎年度のサービススタンダードの達成率：前年度の当該率と同等以上

の水準を確保（中期計画における目標。最終年度においては、当該率

を９０％以上とすることを目指す。） 

 

４．相談、情報提供に関する事項 

（１）年金相談の充実 

 相談内容に応じた相談窓口の分離等の対策により、通常期で３０分、

混雑期においても１時間を超えないよう待ち時間の短縮に努めるなど、

年金相談の充実に向けた取組を行ったか。 

【数値目標】 

・来所相談の待ち時間：通常期３０分、混雑期１時間を超えないよう努

める 

・ねんきんダイヤル応答率：前年度の当該率と同等以上の水準を確保（中

期計画における目標。最終年度においては、当該率を７０％以上とす

ることを目指す。） 

（２）分かりやすい情報提供の推進 

 目的・対象に応じた適切な媒体の選定による、より効果的な周知活動

の実施等を図ったか。また、年金個人情報の提供の充実を図ったか。 

 

５．お客様の声を反映させる取り組みに関する事項 

 お客様向け文書の改善に取り組むとともに、年金事務所におけるお客

様モニター会議のモデル実施等により収集したお客様の声や現場職員か

らの意見を踏まえた現場主導のサービス改善等を行ったか。 

 

６．電子申請の推進に関する事項 

 磁気媒体届書作成プログラムを活用した電子申請の利用や社会保険労

務士の協力を得た電子申請の利用の促進に係る取組を実施したか。 

【数値目標】 

・事業主等が反復的又は継続的に利用する社会保険関係の主要手続のオ

ンライン利用率：２３年度末に６５％（中期計画における目標） 
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Ⅲ．業務運営の効率化に関する事項 

１．効率的な業務運営体制に関する事項 

 お客様と直接接する年金事務所等の職員の声の収集などにより、常に

業務の手順を点検するとともに、外部コンサルティングを活用した検証

を行ったか。また、業務の標準化を進め、業務処理要領等に反映させた

か。 

 

２．運営経費の抑制に関する事項 

 人員体制について、基本計画に基づき、平成２２年１０月から准職員

について９０人の定員減を図るとともに、人件費について、国家公務員

の給与水準の動向等を踏まえ、必要に応じ、効率化を図ったか。また、

一般管理費（人件費を除く。）及び業務経費について、効率的な執行を進

めたか。 

【数値目標】 

・准職員の定員：２２年１０月から９０人減 

・一般管理費（人件費除く。）：最終年度において、２２年度比で１２％

程度に相当する額の削減（中期計画における目標） 

・業務経費（年金記録問題対策経費、年金相談等事業経費及び特殊要因

により増減する経費を除く。）：最終年度において、２２年度比で４％

程度に相当する額の削減（中期計画における目標） 

 

３．外部委託の推進に関する事項 

 納付督励等の外務委託を引き続き推進するとともに、委託業者の適切

な選定、委託業者の業務内容の適正な管理・監視等を実施したか。 

 

４．社会保険オンラインシステムの見直しに関する事項 

 「年金記録問題検証委員会」の指摘等を踏まえ、詳細設計の前に業務

プロセスの見直し等を反映した基本設計の修正を行うなどの取組を進め

たか。 

 

５．その他業務運営の効率化の取組に関する事項 

 契約予定価格が少額のものを除き、競争入札件数の占める割合を８

０％以上の水準とすること、調達計画額の１０％程度を削減することを

目指すこと等により、契約の競争性・透明性の確保及びコスト削減に努

めたか。 

【数値目標】 

・契約に占める競争入札の件数の割合：８０％以上（契約予定価格が少

額のものを除く。） 

・調達額（実績）の調達計画額からの削減率：１０％程度 
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Ⅳ．業務運営における公平性及び透明性の確保その他業務の運営に関する重要

事項 

１．内部統制システムの構築に関する事項 

 業務の有効性・効率性と法令等の遵守に重点を置くとともに、業務上

のリスクを未然に防ぎ、仮に発生した場合にも迅速に対応し、再発を防

ぐことのできる厳格な内部統制の仕組みを確立するための取組として、

コンプライアンス意識調査や各種研修の実施、リスクアセスメント調査

の実施、事務処理誤りの防止に向けた対策の検討等、内部監査後の改善

状況についての継続的フォロー等を行ったか。 

 

２．情報公開の推進に関する事項 

 年次報告書（アニュアルレポート）の作成・公表や事件・事故・事務

処理誤りについての必要に応じた調査・迅速な公表等を行ったか。 

 

３．人事及び人材の育成に関する事項 

 戦略的な人事政策の推進、評価のフィードバックの徹底等透明性・公

平性・納得性が高い人事評価制度の実施、e-ラーニング等を取り入れた

新たな研修体系の構築、健全で安定した労使関係の構築等の取組を行っ

たか。 

 

４．個人情報の保護に関する事項 

 全職員を対象とした効果的な研修、生体情報認証による厳格なアクセ

ス制御やアクセス内容の監視、個人情報保護管理・セキュリティー対策

の強化のための計画の策定等を行ったか。 

 

Ⅴ．予算、収支計画及び資金計画 

経費の節減を見込んだ平成２２年度計画の予算を作成し、当該予算によ

る運営を効率的に行うことができたか。 
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② 個別的な評価は、以下の判定基準に基づく５段階評価とし、原則としてそ

の理由を付記するものとする。 

 

 判定基準 

 「Ｓ」：平成２２年度計画を大幅に上回っている。 

 「Ａ」：平成２２年度計画を上回っている。 

 「Ｂ」：平成２２年度計画を概ね達成している。 

 「Ｃ」：平成２２年度計画をやや下回っている。 

 「Ｄ」：平成２２年度計画を下回っており、大幅な改善が必要。 

 

③ 個別的な評価に当たっては、以下の点に留意する。 

  ・ 業務実績の目標数値がある場合にはその達成度合、定性的な目標の場合

には具体的な業務実績を把握して評価するものとする。 

  ・ 業務実績については、数量だけで判断するのではなく、その質について

も考慮するものとする。 

  ・ 業務実績に影響を及ぼした要因（予期せぬ事情の変化等）についても考

慮するものとする。 

  ・ 業務実績と平成２２年度計画との間にかい離が生じた場合にはその発生

理由等を把握し、妥当性等について評価するものとする。 

  ・ 予算計画等について業務ごとで計画と実績の差異がある場合にはその発

生理由等を把握し、妥当性等について評価するものとする。 

  ・ 経年比較が可能な事項については、適宜その結果を参考にして評価する

ものとする。 

  ・ 財務内容の評価に当たっては、機構の監事の監査報告書や会計監査人の

監査報告書を参考にするとともに、必要に応じて意見を聴くこととする。 

 

（２）総合的な評価 

   総合的な評価は、（１）の個別的な評価の結果を踏まえ、機構の平成２２年度

計画の達成状況について、まとめの評価を行うものである。 

 

 


